


き重大な事実は認められません。

(4)事業報告書

事業報告書は、 国立大学法人三重大学の業務運営の状況を正しく示しているものと認め

ます。

(5)財務諸表等

会計監査人である有限貴任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

令和6年6月19日

国立大学法人三重大学長

伊 藤 正．明 殿

監事

監事 

服部 正興

小川 友香

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、 
  その原本は当国立大学法人が別途保管しております。 




